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有料広告

問い合わせ：伊野税務署　　 893‐1121

　商売や事業を営んでいる方、給与以外に収入がある給与所得者の方などにとって、1年の総

決算ともいえる確定申告の時期となりました。 

　所得と税額を正しく計算し、申告と納税は期限内にお済ませください。 

　税務署は、3月12日ごろから混雑が予想されますので、相談される方はお早めにご来署くだ

さい。 

　なお、確定申告書は、ご自分で作成されるようお願いします。 

所得税の確定申告と納税は正しく
お早めに　　　  3月15日（木）まで 1

　個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税は、4月2日（月）までとなっています。 

　期限を過ぎて申告や納税をされますと、本税のほかに加算税や延滞税が必要となる場合があ

りますので、ご注意ください。 

　お早めに申告と納税をお済ませください。 

消費税及び地方消費税の確定申告
（個人事業者）は、正しくお早めに 3

　平成18年分所得税確定申告の税務署における申告相談及び確定申告書の受付は、 

2月16日（金）から3月15日（木）までです。 
　確定申告書は、郵送等又は税務署の時間外収受箱に投かんすることにより提出することがで

きます。 

税務署での申告相談及び 
確定申告書の受付が始まります 2


